
渡り鳥の北帰行に備えて
農場の防疫対策を再確認しましょう！
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★青森県下北農林水産事務所むつ家畜保健衛生所 ★県南地区家畜衛生推進協議会
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渡り鳥の北帰行シーズンが近付いてきました。青森県では、３月中旬
から４月上旬にかけて、多くの渡り鳥が中継地として滞在します。

この時期（３月～４月）は、過去県内で高病原性鳥インフルエンザの
発生があったことから、重点対策期間にもなっています。
飼養衛生管理基準の遵守状況や防疫対策を再確認しましょう！

再点検の要チェックポイント

①衛生管理区域
手指の消毒・洗浄
車両の消毒
専用の衣服や靴の着用

②家きん舎
手指の消毒・洗浄
消毒液の交換・補充
専用靴の確実な着用

③野生動物対策
家きん舎・堆肥舎への
防鳥ネットの設置
破損箇所や隙間の点検・修繕
定期的なネズミや害虫の駆除

タイヤの溝や
タイヤハウスも！

靴の履き替え時の
動線の交差防止

異状を発見した場合は、すぐに通報！

隙間が無いように！
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